
患者さんへ  大切なお知らせ

マイナ保険証
    　    または

  資格確認書

島根県保険医協会 作成

により受付をお願いします。

これからは

2026年3月末までは従来の保険証でも受診できますが、

次回はマイナ保険証か資格確認書をお持ちください。


